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我
が
国
の
対
北
朝
鮮
外
交
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
の
対
北
朝
鮮
外
交
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

一
九
九
四
年
六
月
、
国
際
原
子
力
機
関
（
以
下
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
表
記
す
る
）
が
北
朝
鮮
へ
の
技
術
協
力
の
中
断
を
盛
り
込
ん

だ
決
議
を
採
択
し
、
一
方
で
米
国
が
国
連
安
保
理
で
の
制
裁
論
議
を
加
速
さ
せ
る
中
で
、
北
朝
鮮
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
か
ら
の
撤
退

を
表
明
し
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
緊
張
状
態
が
非
常
に
高
ま
っ
た
が
、
カ
ー
タ
ー
元
米
国
大
統
領
が
訪
朝
し
た
の
を
契
機
と

し
、
危
機
は
回
避
さ
れ
た
。
他
方
、
一
九
九
六
年
四
月
の
「
日
米
安
全
保
障
共
同
宣
言
」
に
よ
る
と
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

を
「
依
然
と
し
て
不
安
定
性
及
び
不
確
実
性
が
存
在
す
る
。
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
緊
張
は
続
い
て
い
る
」
と
評
価
し
、
「
一

九
七
八
年
の
『
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
』
の
見
直
し
を
開
始
す
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。
」
と
あ
り
、
そ
の
後

の
い
わ
ゆ
る
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
合
意
へ
と
繋
が
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
九
四
年
の
朝
鮮
半
島
危
機
に
お
い

て
、
米
国
が
軍
事
オ
プ
シ
ョ
ン
を
模
索
し
た
際
、
自
衛
隊
は
日
本
が
直
接
攻
撃
を
受
け
な
い
限
り
、
何
も
出
来
な
い
こ
と
を

日
米
双
方
が
認
識
し
た
た
め
、
米
国
は
軍
事
力
の
行
使
に
よ
る
北
朝
鮮
の
核
開
発
阻
止
を
断
念
し
た
こ
と
の
証
左
で
は
な
い

か
。
事
実
関
係
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

二

ま
た
、
「
旧
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
」
に
は
、
「
日
本
以
外
の
極
東
に
お
け
る
事
態
で
日
本
の
安
全
に
重
要
な
影

一



響
を
与
え
る
場
合
に
日
本
が
米
軍
に
対
し
て
行
う
便
宜
供
与
の
あ
り
方
は
、
日
米
安
保
条
約
、
そ
の
関
連
取
極
、
そ
の
他
の

日
米
間
の
関
係
取
極
及
び
日
本
の
関
係
法
令
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。
日
米
両
政
府
は
、
日
本
が
上
記
の
法
的
枠
組
み
の
範

囲
内
に
お
い
て
米
軍
に
対
し
行
う
便
宜
供
与
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
相
互
に
研
究
を
行
う
。
こ
の
よ
う
な
研
究

に
は
、
米
軍
に
よ
る
自
衛
隊
の
基
地
の
共
同
使
用
そ
の
他
の
便
宜
供
与
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
が
含
ま
れ
る
。
」
と
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
研
究
を
進
め
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
九
四
年
の
朝
鮮
半
島
危
機
の
際
、
米
国
が
軍
事

オ
プ
シ
ョ
ン
を
た
め
ら
い
、
結
果
的
に
そ
の
後
の
北
朝
鮮
の
核
開
発
を
許
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
事
実
関
係
を

明
確
に
さ
れ
た
い
。

三

我
が
国
は
、
北
朝
鮮
の
深
刻
な
コ
メ
不
足
に
対
す
る
人
道
的
配
慮
か
ら
、
一
九
九
五
年
に
、
有
償
三
五
万
ト
ン
・
無
償
一

五
万
ト
ン
の
コ
メ
支
援
を
実
施
し
た
。
以
後
、
数
度
に
渡
り
北
朝
鮮
へ
の
食
糧
支
援
等
を
実
施
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る

が
、
そ
の
実
施
時
期
、
物
資
等
の
品
目
、
量
、
費
用
、
有
償
・
無
償
の
別
、
特
に
そ
の
支
援
に
つ
い
て
は
日
本
側
か
ら
一
定

の
条
件
や
要
求
を
付
す
る
と
い
う
事
は
全
く
無
か
っ
た
の
か
、
等
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

四

北
朝
鮮
へ
の
食
糧
支
援
等
に
係
る
有
償
支
援
の
返
済
状
況
、
返
済
が
滞
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
そ
の
理
由
及
び
こ
れ
ま
で
の

督
促
状
況
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
今
後
、
早
期
返
納
を
強
力
に
働
き
か
け
る
べ
き
と
思
慮
す
る
が
、
そ
の
対
策
に
つ

二



い
て
政
府
の
見
解
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

五

北
朝
鮮
へ
の
支
援
物
資
は
、
党
幹
部
や
軍
人
に
横
取
り
さ
れ
飢
餓
に
苦
し
む
住
民
に
は
届
か
ず
、
更
に
は
ヤ
ミ
市
場
で
売

却
さ
れ
ミ
サ
イ
ル
開
発
や
核
開
発
の
資
金
と
な
っ
て
い
る
と
危
惧
す
る
。
政
府
は
こ
れ
ら
北
朝
鮮
へ
の
支
援
等
に
つ
い
て
、

そ
の
効
果
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
検
証
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
認
識
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

六

二
〇
〇
〇
年
十
月
に
決
定
さ
れ
た
北
朝
鮮
へ
の
五
〇
万
ト
ン
の
コ
メ
支
援
に
つ
い
て
、
外
務
省
の
記
者
会
見
記
録
に
よ
る

と
、
扇
建
設
大
臣
（
当
時
）
よ
り
「
拉
致
問
題
を
始
め
、
北
朝
鮮
問
題
は
解
決
し
て
い
な
い
」
、
「
北
朝
鮮
と
の
関
係
が
好

転
す
る
と
の
説
明
で
、
同
年
三
月
一
〇
万
ト
ン
の
コ
メ
支
援
を
実
施
し
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
な
っ
た
の
か
」
と
の
趣
旨
の
反

対
意
見
が
あ
っ
た
が
、
政
府
は
北
朝
鮮
へ
の
コ
メ
支
援
を
決
断
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
七
日
の
日
本
経
済

新
聞
に
よ
る
と
、
コ
メ
支
援
決
断
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
同
年
六
月
の
南
北
首
脳
会
談
を
契
機
に
、
南
北
分
裂
以
後
初
め
て

の
新
た
な
潮
流
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
前
向
き
な
潮
流
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
相
応
の
役
割
を
果
た
し
て

い
く
こ
と
は
、
我
が
国
の
国
益
に
資
す
る
と
確
信
す
る
」
と
、
中
川
官
房
長
官
（
当
時
）
よ
り
説
明
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

五
〇
万
ト
ン
の
コ
メ
支
援
に
は
、
人
道
的
配
慮
の
み
な
ら
ず
、
北
朝
鮮
と
の
関
係
を
改
善
さ
せ
る
何
ら
か
の
目
的
・
意
図
が

あ
っ
た
の
か
、
政
府
の
見
解
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

三



七

二
〇
〇
〇
年
十
月
五
日
の
産
経
新
聞
に
よ
る
と
、
河
野
外
務
大
臣
（
当
時
）
が
「
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
こ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
決
め
た
。
（
南
北
首
脳
会
談
が
あ
っ
た
）
六
月
か
ら
の
変
化
は
歴
史
的
な
変
化
だ
。
あ
え
て
こ
こ
は
踏
み
込
ん
で
支

援
を
し
た
い
」
と
述
べ
、
北
朝
鮮
へ
の
コ
メ
支
援
を
強
く
訴
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
朝
鮮
は
そ
の
後
、

二
〇
〇
二
年
に
凍
結
さ
れ
て
い
た
寧
辺
の
核
関
連
施
設
の
凍
結
解
除
を
宣
言
、
二
〇
〇
三
年
に
核
兵
器
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ

Ｔ
）
か
ら
の
脱
退
を
宣
言
、
更
に
は
二
〇
〇
五
年
、
核
兵
器
を
製
造
し
た
と
の
外
務
省
声
明
を
発
表
す
る
な
ど
緊
張
を
高
め

る
行
動
を
繰
り
返
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
五
〇
万
ト
ン
の
コ
メ
支
援
が
結
果
的
に
無
駄
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
思

慮
す
る
が
、
政
府
の
評
価
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
外
務
大
臣
の
「
自
ら
の
責
任
」
の
所
在
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
と

と
も
に
、
現
内
閣
と
し
て
一
連
の
政
治
的
な
結
果
責
任
を
ど
の
よ
う
に
取
る
つ
も
り
か
、
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

四


